
自
覚
症
状
が
出
に
く
い
生
活
習
慣
病

　
生
活
習
慣
病
は
、
初
期
で
は
自
覚
症
状
が

出
ま
せ
ん
。
高
血
圧
、
高
血
糖
、
脂
質
異
常

症
、
腎
臓
の
機
能
が
低
下
す
る
な
ど
の
自
覚

症
状
が
出
始
め
る
の
は
、
動
脈
硬
化
が
75
～

90
％
ほ
ど
進
行
し
た
頃
で
、
心
筋
梗
塞
や
狭

心
症
、
脳
梗
塞
を
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
危
険

な
状
態
で
す
。

健
診
で
動
脈
硬
化
の
状
態
確
認
を

　
症
状
が
出
な
い
う
ち
に
健
診
で
早
め
に
異

常
に
気
付
き
、
食
事
な
ど
の
生
活
習
慣
を
改

善
す
る
こ
と
で
、
生
活
習
慣
病
を
発
症
す
る

リ
ス
ク
を
小
さ
く
で
き
ま
す
。
年
に
一
度
健

診
を
受
診
し
、
体
の
変
化
を
見
落
と
さ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
対
象
の
人
に
は
下
記
の
日
程
で
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り

健
診
が
中
止
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

早
め
に
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

健
康
診
査
を
受
診
し
ま
せ
ん
か

国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
方
法
を
改
正
し
ま
し
た

令
和
３
年
度
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

●
問
い
合
わ
せ
先　
健
康
づ
く
り
推
進
課（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）　
☎（
２
４
８
）１
１
７
３

●
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
市
税
班　
☎（
２
４
８
）１
１
１
４

●
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
固
定
資
産
税
班　
☎（
２
４
８
）１
１
１
４

健
診
か
ら
は
じ
め
る
健
康
づ
く
り

本
年
度
か
ら
の

※健診は、空腹状態（できるだけ10時間以上飲食しない）で受診してください。

健診種類 生活習慣病健診 特定健診 後期高齢者健診
対象年齢 26歳～39歳 40歳～74歳 75歳以上

対　象　者 合志市国民健康
保険加入者

加入の社会保険
で健診を受ける
機会がない人

合志市国民健康
保険加入者

社会保険
加入者

後期高齢者
医療（合志市）
加入者

料　　金 1，500円 1，500円 加入の保険者
に確認して
ください

800円

受診方法 集団健診 集団健診
個別健診

集団健診
個別健診

問い合わせ先 健康づくり推進課 保険証記載の
保険者

健康づくり
推進課

案内送付日程 4月下旬頃 4月下旬頃 4月下旬頃

　
令
和
３
年
度
か
ら
適
用
と
な
る
個
人
所
得

課
税
の
見
直
し
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税

の
算
定
方
法
も
改
正
に
な
り
ま
し
た
。
６
月

中
旬
に
納
税
通
知
書
を
発
送
予
定
で
す
。
届

い
た
ら
内
容
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
税
率
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
年
度
は
評
価
替
え
の
年

　
土
地
や
家
屋
に
つ
い
て
の
固
定
資
産
税

は
、
適
正
な
時
価
を
も
と
に
決
定
さ
れ
る
た

め
、
３
年
毎
に
評
価
額（
資
産
価
値
）を
見
直

す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
評
価
替

え
と
い
い
、
令
和
３
年
度
は
評
価
替
え
の
年

と
な
り
ま
す
。

評
価
額
が
上
が
っ
て
も
税
額
は
据
え
置
き

　
通
常
は
、
評
価
替
え
な
ど
に
よ
り
土
地
の

評
価
額
が
上
が
れ
ば
税
額
も
増
加
し
ま
す
。

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

負
担
軽
減
策
の
一
環
と
し
て
、
地
価
の
上
昇

に
よ
っ
て
評
価
額
が
上
が
る
土
地
は
、
令
和

３
年
度
１
年
限
り
の
特
例
で
税
額
が
据
え
置

か
れ
、
令
和
４
年
度
か
ら
の
増
額
と
な
り
ま

す
。

据
え
置
き
と
な
ら
な
い
場
合
も

　
税
額
が
据
え
置
き
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま

で
も
地
価
の
上
昇
に
よ
る
も
の
の
み
と
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
山
林
か
ら
宅
地
な
ど
、

地
目
が
変
わ
っ
た
土
地
や
、
住
宅
用
地
の
特

例
が
外
れ
た
土
地
な
ど
は
、
通
常
通
り
本
年

度
か
ら
税
額
が
上
が
り
ま
す
。

一
度
ご
確
認
を

　
令
和
３
年
度
の
納
税
通
知
書
は
６
月
上
旬

に
発
送
予
定
で
す
。
届
い
た
ら
内
容
の
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
事
前
に
評
価
額
を
知
り
た
い
人

① 基礎控除額の引き上げ

② 保険税軽減判定基準の引き上げ

これまでの基礎控除額

33万円
本年度からの基礎控除額

43万円
所得割の計算方法
　所得金額(令和２年分の所得)－基礎控除額43万円

　均等割と平等割の７割・５割・２割軽減判定基準について、
　次の　　　部分が改正されました。

軽減の区分 軽　減　判　定　の　所　得

７割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円＋10万円×(給与所得者等の数−１)※1以下の場合

５割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円＋28万５千円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者
数※2）＋10万円×(給与所得者等の数−１)※1以下の場合

２割軽減 加入世帯の所得の合計額が43万円＋52万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者数※2）
＋10万円×(給与所得者等の数−１)※1以下の場合

※1  給与所得者等（一定の給与所得を有する人と公的年金等の所得を有する人）が２人以上いる世帯は10万円×（給
与所得者等の数―１）を加算する。

※2  特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続
して同じ世帯に属する人（国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主である
ことが要件）のこと。

注：65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する。

山林から宅地への地目変更なの
で、評価も税額も上がる 評価は上がるが税額は据え置き

開発などで
地価が上昇

山林が
宅地化

は
、
税
務
課
で
閲
覧
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

４
月
号
４
ペ
ー
ジ
下
段
に
掲
載
し
て
い
た
固

定
資
産
税
台
帳
を
縦
覧
・
閲
覧
で
き
ま
す
の

記
事
の
、
表
の
左
列
２
行
目
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
訂
正
し
、
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

誤「
免
税
点
未
満
に
よ
り
課
税
」

正「
免
税
点
未
満
に
よ
り
課
税
が
発
生
し
な
い
人
」

本
年
度
は
評
価
替
え
の
年

　
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
人
が
20
歳
以

上
60
歳
未
満
で
退
職（
失
業
）す
る
と
、
国
民

年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
手
続
き
を

行
な
い
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
人
に
は
、
申
請
を
す
る
こ
と
で
保
険
料
の

納
付
を
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
、
退
職（
失

業
）し
た
年
の
翌
々
年
の
６
月
ま
で
の
期
間

に
つ
い
て
、
特
例
免
除
制
度
を
利
用
で
き
ま

す
。（
退
職
に
は
自
己
都
合
退
職
も
含
ま
れ

ま
す
）こ
の
特
例
免
除
で
は
、
通
常
は
審
査

の
対
象
と
な
る
本
人
の
所
得
を
除
外
し
て
審

査
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
被
扶
養
配
偶
者
だ
っ
た
人
も
、
配

偶
者
が
特
例
免
除
に
該
当
す
れ
ば
、
同
時
に

免
除
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
免
除
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
世
帯
主
な
ど
に
一
定
以
上
の
所

得
が
あ
る
と
き
は
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る

も
の
、
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で

き
る
書
類 退

職（
失
業
）に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料
の
特
例
免
除
制
度

●
問
い
合
わ
せ
先　
保
険
年
金
課　
☎（
２
４
８
）１
２
７
５

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

②
失
業
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明
の

写
し（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
）

▼
申
込
場
所

　
保
険
年
金
課
、
西
合
志
総
合
窓
口（
御
代

志
市
民
セ
ン
タ
ー
）、
須
屋
支
所
、
泉
ヶ

丘
支
所

保
険
料
の
免
除
・
猶
予
期
間
が
あ
る
人
へ

追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全
額
免
除
・

一
部
免
除
）・
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例

の
承
認
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
時
よ
り
も
老
齢
基
礎

年
金
の
受
け
取
り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

を
増
額
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
保

険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
追
納
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期

間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
目
以
降
に

追
納
す
る
と
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

▼
申
込
場
所　
熊
本
西
年
金
事
務
所
　

　
☎（
３
５
５
）３
２
６
１
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